
公益社団法人神奈川県社会福祉士会  

成年後見制度普及啓発事業 

         

 

 

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害など精神上の障害により、判断能力が不十分な

方の財産管理や身上監護を、法的な権限を与えられた後見人等がおこなう制度です。 

今回は、第１部は[高齢者や障害者を取り巻く様々な問題点]を落語から学んでいただき、第２部

はこれからの社会を支える「成年後見制度」について、パネルディスカッションにより理解を深

めていただきます。まだ早い！いずれ考えよう！ではなく、あなたのための成年後見制度です！ 

 身近な方々と誘い合わせてご参加ください。満足度１００％です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
日時：平成 27年 3月 2日（月曜）    

13:00開場／13:30開演 

場所：健康福祉総合センター４Ｆホール 
横浜市中区桜木町 1-1 
JR京浜東北線桜木町駅 徒歩 1分 
※車での来場はご遠慮ください（駐車場はありません） 

申込不要。当日先着 200名（参加費無料） 

問合せ先：神奈川県社会福祉士会 ☎045-314-0007 

 

主催：公益社団法人神奈川県社会福祉士会  主管：公益社団法人神奈川県社会福祉士会ぱあとなあ神奈川 

後援：横浜市、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会、神奈川新聞社 

横浜弁護士会、 公益社団法人成年後見センターリーガルサポート神奈川、  

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター神奈川支部 

協力：横浜市心身障害児・者を守る会連盟  

あなたのための成年後見制度をめざして 

第 1部 13:40～14:40 

落語で学ぶ成年後見・相続・遺言 

相続・遺言・後見コンサルタントとして活動 

行政書士・ＦＰほか相続問題実務家。 

 

こころ亭久茶(アマチュア落語家) 

 

第 2部 14:50～15:50 

パネルディスカッション 

「立場の違いから見えてくる 

     成年後見制度の活用方法」 

 司会者   千木良 正弁護士 

 発表者  ①横浜生活あんしんセンター 

      ②地域ケアプラザ（包括） 

      ③当事者 

      ④成年後見ＮＰＯ代表理事 

      ⑤ぱあとなあ神奈川代表 

＊会場からの質問や意見もいただきます！       

第 3部 16:00～16:30  

ちょこっと個別相談会  

電話相談・出張相談の紹介もいたします。 

 

 

 


